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  ステージ１． 

  （令和５年度 社会実証実験期） 
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エ リ ア 20 ㎢以内の居住区域 乗降拠点 240 箇所程度 

方  式 停留所 to停留所 

※一部エリアをフリー乗降設定も可能 

移動時間 10 分 － 20 分 

稼働台数 ４台 

予約時期 リアルタイム／事前（乗車時間指定） 予約方式 アプリ／電話 

 

 

  ステージ２． 

 

 

 

 

 

 

  

・新松田駅を中心に、基本半径５km 圏内の居住

区域とする 

・但し、寄地区（9.5km、約 20 分）も運行可能

とする 

・松田町内居住地全域を母体として、生活交通

ＯＤ頻度（スーパー、クリニック、塾等）が

高い、隣接の大井町、開成町も両町と協議の

上サービス圏とする 

 

１ 実施区域 

・ＪＲ御殿場線及び国道２４６号を通じ、隣接

する山北町域も山北町と協議の上、サービス

エリアとする方向とする 

社会実証実験を通じ、ＰＤ

ＣＡの視点で課題と対策を

浮き彫りにする中、令和６

年度本格稼働 
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 ●新モビリティサービス事業として、ドア・ツー・ドアのＡＩオンデマンドシステムを導

入し、運送形態として運営協議会及び地域公共交通会議の“交通空白地域”の認定を得、

“自家用有償旅客運送”制度の活用を図ることも検討していく 

 ●運営・運行体制は、交通事業者の参加・協力を得て、“公設民営”型の町（複数）主導の

事業体を設立すると共に、住民参加（受益者負担）の会員方式を採り、「地域ぐるみ」で

持続可能で安定した環境を創る 

 

評価指標 目標値 試算根拠 

●地域課題

解決への

貢献及び

施策効果 

・交通弱者の利用不満度 

（社会実証実験期間の

アンケート） 

60％→10％ 今回のアンケートで交通不満・

不安・不便を感じる方々が

60％。ＡＩオンデマンドシステ

ム導入希望が５割を超えてお

り、導入により 10％に抑制 

・ＡＩオンデマンド運行

への会員加入予定率 

全世帯の 40％ 今回のアンケートで加入希望

者 40％を得た（抽出率に拡大係

数を乗じた） 

・会員収入（松田町・大井

町２町試算） 

1.3～2.5 億円 松田町・大井町２町全世帯の

30％×月額３～６千円／世帯 

●プロセス

インパク

ト効果 

〈周知・告知活動〉 

・サイトアクセス数 

 （ＨＰ等） 

 

50,000 人 

 

足柄上郡５町で約 6.5 万人、隣

接の小田原市・秦野市約 35 万

人のうち、広報展開により１割

強が閲覧する 

・協賛及びクラウドファ

ンディング収受額 

1,000 万円  

〈サービス利用状況〉 

・会員入会登録数 

（第１ステージ） 

 

3,500 世帯 

 

松田町・大井町２町全世帯の

30％（最大） 

・サービス満足度 

（アンケート） 

80％ 社会実証実験期でＰＤＣＡ 

・行動変容 

（アンケート） 

30％ マイカー利用者の 30％が転換 

 

  

２ 事業の目標 
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１．事業の柱と事業スキーム 

 

 

 

 

劥
シ
ス
テ
ム
ハ
勖
ド
分
野
劦 

 
●ドア・ツー・ドア運行に

よる交通弱者へのマイ

カー代替交通手段の提

供 

・基本システムの構成は次頁 

・車両－トヨタハイエースタイプ（10 人

乗）３～４台（社会実証実験） 

・乗降拠点－20㎢内 240 箇所程度 

・アプリ及び電話予約 

・予約－リアルタイム（乗車時間指定） 

●データ連携による他交

通機関との乗継、振替

のシームレス化（社会

実証実験後実施） 

・鉄道、バスとの乗継時刻データとの連携 

・当該運行需要オーバーのケースが見込

まれ、タクシー等への振替運送（要価格

調整） 

●各社バス事業者間の割

引クーポン券の料金統

合化への働きかけの実

施 

・各バス会社が実行している高齢者割引

クーポン券の統合化の働きかけと当該

運行のクーポン統一化への検討 

●安全運行、会員認証及

び非会員への現金収受

に伴う機器の搭載 

・位置や運行・予約情報のタブレット搭載

と安全運行に伴う機器（デジタルタコ

グラフ等）及び会員認証や非会員乗降

に伴う現金・ＩＣカード収受機器 

 

劥
運
営
ソ
フ
ト
分
野
劦 

 
●周知・告知活動として

会員募集及び運営事業

体参加の公募 

・ＡＩオンデマンドシステム及び運行形

態（例：自家用有償旅客運送等）、会員

制の周知・告知を行政広報紙や地域メ

ディアを通し実施 

・合わせて会員募集及び運営事業体への

参加への公募 

●会費及び非会員（ビジ

ター）の料金収受シス

テムの構築 

・会員入会金の徴収は入会期に発生する

が、アンケートでも指摘のように入会

メニューを細分化し、利用頻度に対す

る“不公平感”が無いよう配慮すると共

に、収受管理体制を構築する 

・非会員の乗降時の現金収受やキャッシ

ュレス化（交通系ＩＣカード活用等）は

可能とするが、カード会社との連携が

伴うため、収受システムの構築は更な

る精査 

３ 事業の内容 

●ＡＩオンデマンドシステムの導入と運行を支える利用者の受益者負担による

会員方式と現金収受方式のハイブリッド方式の導入 

 〈地域が支える持続可能な安定した財源に基づく運営〉 

ＡＩオン

デマンド

システム

の導入 

利用者受

益者負担

による会

員制方式

の導入 
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２．システム構成 

  全体フロー 
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存
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通
事
業
者
等
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  各種機能 
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１．必要な資金の額 

分類 費 目 額（万円） 内 訳 

初
期
コ
ス
ト 

●ＡＩオンデマンド

システム導入費 
1,819 

・システム費（アプリ開発込み）、導入支援費、 

研修等立ち上げ費、その他諸経費等 

●車両取得費 
2,000 

・４台×500 万円／台 

・新車購入の場合（償却 60 箇月） 

●端末車両機器 
40 

・タブレット（iPad と乗務員携行品込み） 

 ４台×10 万円／台 

●乗降場 
480 

・シール設置 240 箇所 

 シール制作、施工 ２万円／枚×240 箇所 

小 計 4,339 
車両購入は別として 2,339 万円 

リース、レンタル等もあり 

台当り 1,085 車両取得費除いて 585 万円 

    
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト 

 
 

●車両運行費 

2,628 

・車両 0.6 万円／台／日×４台×365 日 

＝876 万円（人件費、燃料、修繕費込み） 

・人件費 1.2 万円／人／日×４台×365 日 

＝1,752 万円（一般管理費込み） 

●システム維持費 

700 

・システム維持管理・ライセンス等（乗降場 

240 箇所 12 ヵ月） 

・プロジェクトマネージメント費込み 

●電話オペレーター 400 １人体制 ８ｈ／日、1.6万円／日×稼働日数 

小計 3,728  

台当り 932  

※1 一般管理費は除外 

※2 前提条件として運行車両４台、乗降ポイント 240 箇所 20 ㎢以内 

※3 車両運行に係る修理、保険、定期点検費除外 

※4 安全運行に係る運行管理士人件費、整備士人件費、アルコール呼気検

査費、デジタルタコグラフ費除外 

４ 実施予定時期 

●令和４年度（準備） ●令和５年度（試走） ●令和６年度～（本格稼働） 

●運営・運行事業体の 

 組成 

●システム導入、車両取

得等の初期コスト確保

のための各種補助申請

及び予算確保 

●周知・告知及び会員 

募集 

●社会実証実験準備 

●社会実証実験 

●ＰＤＣＡによる課題 

の洗い出しと対策 

予約と配車時間、料 

金、車両台数、サー 

ビス区域等 

 

 

●ＰＤＣＡに基づく対策

に応えた本格的な稼働 

５ 事業実施に必要な資金の額、調達方法 

※1 
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２．事業資金調達の方針 

  前項で示したように、初期投資額は概算で 4,339 万円（車両取得費込み、各種安全運行

に必要な端末は別）であり、リース・レンタルや既存交通事業者からの貸与も考えられる

車両取得費を別とした場合、2,339 万円である。 

  ランニングコストもドライバーの人件費、システム維持費込みで約 3,700 万円／年であ

る。（車両運行に係る修理、保険、定期点検費、安全運行に係る運行管理士・整備士人件費、

アルコール呼気検査費、デジタルタコグラフ費及び管理費、事務所経費等は除く） 

  本事業への向き合い方は「公設民営」であり、イニシャルコストは行政が一義的に負担

し、ランニングコストは運行主体となる民営事業体（ＬＬＰ、交通事業者等）が負担する

方針である。 

  又、収入面として受益者負担型の会員制等の導入により、月・年間の財源が担保される

ことになり、ランニングコストはこの充当で充足され、収支は等価となると考えられる。 
 
 支出（必要な財

源） 
収入（資金調達） 方 針 

初
期
投
資
コ
ス
ト 

イ．ＡＩオンデマ
ンドシステ
ム導入及び
関連端末、乗
降場シール 

 
計 2,339 万円 

当該補助事業の活用予定 
・新型輸送サービス導入支援

事業（国土交通省 1/3） 
・日本版 MaaS 推進・支援事業

（国土交通省 1/2） 
・地方創生推進交付金（内閣

府 1/2） 

・関連国補助事業費の活用と町負担 

ロ．車両取得 
 ・ 新 車 購 入

2,000 
万円（４台） 

 ・リース・レン
タル、中古購
入方式有 

・地方創生推進交付金（内閣
府 1/2） 

・町単独取得方式以外、協力交通関連事
業者からの貸与及び運行事業体の一
部取得 

    
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト 

ハ．車両運行 
2,628 万円 

ニ．システム維持
700 万円 

ホ．電話オペレー
ター 
400 万円 

 
計 3,728 万円 

・会員入会金－全世帯のうち
1/3加入（アンケート結果）、
松田町のみで全世帯の30％
の会員収入をもって充当 

（会員対象 1,400 世帯－松田
町のみ、全世帯の 30％） 

 1,400 世帯×3 千円×12 箇
月≒5千万円 

・協賛金・クラウドファンデ
ィングの収受金 1,000 万円 

・民営運行事業体の一般管理費や安全
運行関連費は未入力であるが、持続可
能な運営に充分な財源と考えられる 

・ここでの収入と支出の差額は、支出金
額が確定していない車両運行関連費、
安全運行関連費、管理費、事務費等の
予備費として充当する 

・管理費や安全運行関連費、事務費等を
考慮すると収入と支出は等しくなる
と考えられる 

※データ連携及びキャッシュレス事業は第２期（社会実証実験後）とする 

 

 

 

 

 

 

  又、本事業の実施により、松田町が現在実行しているタクシークーポン券（初乗り 600 

円／1.314km）920 万円／年（令和４年度予算）、寄地区へのバス路線補助金 610 万円／年

（令和４年度予算）及び高齢者バス定期券助成事業 220 万円／年（町補助 2/3、令和４年

度予算）等の提供コスト（計 1,750 万円）の削減が可能となる見込みである。 

令和５年度に社会実証実験の実施を目指しており、令和４年度に関連国補助事業の申

請を検討している。会員入会金の収受は、上半期告知・周知展開を踏まえ、令和５年度

上半期に実施する。 

なお、併行して地域内の企業、町民からの協賛金やクラウドファンディングの募集を実

施し、地域ぐるみのムーブメントを起こすと共に、収受金をランニングコストの一部に

充当する。 
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  ・新モビリティサービス事業として“ＡＩオンデマンドシステムの運行”を主眼とし 

ている 

  ・その実施に不可欠なデータ連携の取り組みについては、事業目標年度に合わせ２段 

階別のデータ連携とする 

 

時 期 データ連携に係る施策事業 

〈短期〉 

社会実証実験時期 

－令和５年度－ 

●連携すべき最低限の他交通機関時刻表（ＪＲ御殿場線、小田

急小田原線）の鉄道主要駅、特に始発、終電情報及び寄地区

－新松田駅間のバス時刻表データを入力して、本事業運行

の専用アプリに搭載 

●本事業の専用アプリは、他先進事例で実証済みのシステム

を活用 

〈中期〉 

本格稼働期 

－令和６年度～－ 

●交通事業者間の検索・予約・決済を一括したシステム導入

は、当該地域ではバス・タクシー会社が５社（富士急湘南バ

ス、箱根登山バス、(神奈川中央交通バス)、松田合同自動

車、箱根登山ハイヤー）あり、調整は難しい 

●但し、各バス会社が展開している 65 歳以上の高齢者への割

引クーポン券の価格帯は、各社とも大差なく、月・年会費タ

イプなので定額制として価格を統一化できる土壌を持って

いる 

●本事業のＡＩオンデマンドシステムの運行と価格帯の調整

は可能であり、利用者への分かり易い提供サービスを行う

ため、社会実証実験を踏まえ、ＰＤＣＡの精査の中、取り組

むことを基本方針とする 

 

  

６ 事業実施に必要なデータ連携に係る事項 
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   松田町は、令和元年度に策定した松田町立地適正化計画に基づき、持続可能で強靭 

なまちづくりを行うための「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」を形成する 

利便性の高いまちを目指し、都市機能及び居住の誘導施策の一環として様々な交通施 

策を推進している。 

   交通結節点としてのＪＲ御殿場線松田駅と小田急小田原線新松田駅の一体の駅前再 

開発事業を筆頭に、その波及効果としてのまちなか再生がテーマであるが、交通ネッ 

トワークの強化として、以下の事業を推進している。 

 

町  ●路線バスの確保・維持及び利便性向上のための各種補助事業の

展開 

国等  ●路線バスの増便 － 運行支援（地域公共交通確保・維持・改善事

業） 

●市街地循環バスの創設（地域公共交通確保・維持・改善事業） 

●利用者のニーズ、需要にあった多様な運行形態による交通手段

の検討 

●公共交通利用促進事業 － 公共交通ネットワークの維持・充実

を図るための交通事業者・地域と連携した事業の実施 

 （地方創生推進交付金、地域公共交通確保・維持・改善事業、 

都市・地域交通戦略推進事業） 

等 

この背景を踏まえ、本事業の新モビリティサービス事業（ＡＩオンデマンドシステ 

ム運行）があるが、実際にはバス路線の更なる減便の動きもあり、本事業の推進は急 

務となっている。 

他交通手段とのデータ連携は、シームレス化を促進し、利用者の利便性向上を推進 

  するが、まずはＡＩオンデマンドシステムの運行を確実に実施し、社会実証実験を経 

  てＰＤＣＡとして課題と対策を明らかにした後、ビッグデータの活用も視野に入れた 

データ連携事業に着手したい。 

  

７ 新モビリティ事業と連携して実施される事業がある場合には 

当該事業に関する事項 
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   新モビリティサービス事業として「ＡＩオンデマンドシステムの運行」を主対象と 

したが、その運行・運送方式や誰が運行主体を担うか及び会員方式・現金収受方式に 

よる金銭収受に係る運営事業の主体を明らかにしておく必要がある。 
 

１．運行・運送方式 
 

令和４年度設立する予定の運営協議会、又は地域公共交

通会議において協議の上、交通空白地域の認定に基づく

「自家用有償旅客運送」制度の活用を検討する 

国土交通省自動車局編集の事例集によると、収支改善モ

デル、事業者との役割分担モデル、観光需要等に対する

補完モデル、移動手段の拡充モデル、住民主導モデル、

地域資源活用モデルの６つに分類され、運行において車

両や配車システム等に技術活用して工夫している事例

は「技術活用あり」と整理されている 

〈当該地域のケース〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

●結論としては 

 地域住民の参画を得て、“地域ぐるみ”で支える方式

を採ると共に、交通事業者と十分な調整を図る中、相

互を補うWin-Winの連携を前提とした事業体制を組成

することを検討する 

 なお、交通空白地域の認定及び自家用有償旅客運送の

認定は、法令上運営協議会ないし地域公共交通会議を

もって“地域が決める”ということになっており、本

計画策定のために実施した町民アンケートにおける

大半の賛成の声を踏まえ、令和４年度上半期以降、充

分な協議を行いたい 

２．運営・運行体制 
 

●策定主体である新モビリティサービス推進協議会を

母体に、行政主導の「公設民営型」の事業実施体制を

組成することを検討する 

●事業管理体制全体は、当面法人ではなく任意団体とす

るが、会員方式・現金収受による金銭収受の発生する

事業でもあるため、実行運行母体は民営とし、地元有

志（ＬＬＰ）、商工会、福祉団体及び交通事業者の参加

を得た体制とする 

８ その他新モビリティサービスの運営に重大な関係を有する事項が

ある場合にはその事項 

●ＡＩオンデマンドシステム導入ケースであり、技

術活用であること 

●町民利用者の受益者負担に基づくサブスク方式の

「会員制」方式及び非会員の現金収受も行うハイ

ブリッド方式であること 

●従って、金銭収受のある事業でもあること 

●既存交通事業者の財政悪化へのマイカー代替交通

の提供と補完を目指していること 
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－ 事業運営・運行母体の仕組み（案） － 

〈 行政主導型 〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（既設）足柄広域新モビリティサービス推進協議会 

 

①構成   ・複数自治体（サービス圏） 

       ・複数交通事業者 

       ・地域住民・関連団体 

②役割   ・事業運営の全体調整 

       ・イニシャルコスト（システム導入、車両取得等） 

       ・ランニングコスト協力 

       ・周知・広報 

足柄広域モビリティサービス運営協議会の設立 

法令：道路運送法施行規則第 51 条の８  

〈運営・運行委託〉 

公
設
民
営 

●運営・運行事業としての母体 

〈地域住民・事業者と交通事業者の協働型〉 

①構成  ・金銭収受事業としての取組み主体（ＬＬＰ） 

      ・地域住民代表 

      ・松田町・大井町商工会 

 ・ＪＣ、法人会 （足柄上郡） 

 ・福祉団体 

 ・交通事業者 

②役割  ・金銭収受が発生する事業としての取組み主体（収受・決済・収支

マネージメント － 収入と支出が等しくなる）と運行主体 

③交通事業者との連携・協力対象 

      ●人材派遣（運行管理士、整備士、ドライバー）、車両貸与、 

       観光連携、データ連携による相互補完と利用者振替、経営参加 

事業実行運営・運行母体体制


